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　老人保健の医療受給者証と国民健康保険高齢受給者証の負担割合 （1割または3割） は、前年の所得

と世帯状況により、毎年判定しています。本年度も��������	
�����となります。

国民健康保険高齢受給者証老人保健の医療受給者証

国保加入者で昭和７年１０月１日以降に生まれ
た７０歳以上の人（老人保健以外）

平成７年９月３０日以前に生まれた人と６５歳以
上で一定の障害のある人

対　象　者

１ヶ月に窓口で支払った総額が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費
として給付を受けられます。
※平成２０年４月１日から国民健康保険高齢受給者の負担割合は１割から２

割になります。

㈰１割
㈪３割（一定以
上の所得者）

患者負担割合

うぐいす色に変わりました。所得区分により
 「新しい受給者証」の送付を受けた人、 「収入申
請のお願い」 の送付を受けた人に分かれます。
※収入申請が必要な方も、８月中の申請で８
月１日から適用になりますので、早目に手
続きをしてください。

判定により負担割合に変更がある人には新し
い受給者証を送付しました。
（変更がない人は、そのままお持ちの受給者
証をご利用ください）
古い受給者証は使用できなくなります。同封
の返信用封筒でご返送ください。

受給者証の交付

市民税非課税世帯の人は申請により自己負担が軽減されます。入院の際には手続きをしてく
ださい。
また、７月３１日が有効期限の認定証をお持ちの人も新たに手続きが必要です。限度額適用認定

証・標準負担額
減額認定証　　

同一世帯の世帯主と国保加入者が市民税非課
税の人に限ります。
保険証、印鑑をご持参のうえ、下記窓口にて
手続きをしてください。

世帯全員が市民税非課税の人に限ります。
申請の案内を送付しますので、下記窓口にて
手続きをしてください。

申請・問合せ先　健康増進課国保年金係　�２２－３９２２
市役所③番窓口「国保・年金・老人医療」　

○国民健康保険加入者で７０歳未満の方も入院の際には限度額適用認定証 （国民健康保険税の滞納がない人のみ）、標
準負担額減額認定証 （市民税非課税世帯の人のみ） の交付申請をお願いします。

　国保税はその年度にかかると予想される医療費から患者の

一部負担金や国、  県の補助金等を差し引いた費用をもとに決

定されます。  今年度の税率は以下のとおり 、 据え置きです。

　保険税を滞納すると、病気になったとき自分が困るだけで

はなく、国民健康保険制度を支えることができなくなり、加

入者全員が困ってしまいます。国民健康保険税は期限内に忘

れずに納めてください。

【問合せ先】　健康増進課　国保年金係　�  ２２－３９２２
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介護分
税率 （※）

医療分
税率課税対象区分

１．４０％８．１５％前年中の総所得から基礎控
除３３万円を差し引いた額所得割

８．００％５０．００％本年度の固定資産税額の内、
土地及び家屋分の税額資産割

８，６００円２２，７００円国民健康保険加入者一人に
つき均等割

４，５００円２６，７００円１世帯につき平等割

９万円５３万円課税限度（上記４つの合計額の限度額）
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※は４０歳以上６５歳未満の方のみ対象

 世帯主 （下田太郎）：前年給与所得２００万円、固定資産税２万円

 　妻　（下田花子）：所得ナシ、固定資産ナシ

 　父　（下田市太郎）：前年営業所得６６万円、固定資産税３万円

 　子　（下田一郎）：所得ナシ、固定資産ナシ

 　　　　　　　　   給与所得　　  基礎控除額

〈所得割額〉 下田太郎　２００万円 － ３３万円 ＝ １６７万円　

 　　　　　　　　　 営業所得　    基礎控除額

 下田市太郎　６６万円 － ３３万円 ＝ ３３万円　

 　　　　　　合計（課税所得標準額）  ２００万円　

 　 課税所得標準額　 所得割税率

 ２００万円 × ８．１５ ％ ＝ １６３，０００円㈰

〈資産割額〉 （太郎分＋市太郎固定資産税額）　資産割税率

 （ ２万円 ＋ ３万円 ） × ５０．０ ％ ＝ ２５，０００円㈪

〈均等割額〉 加入世帯員数　　　均等割

　 ４人　×　２２，７００円 ＝ ９０，８００円㈫

〈平等割額〉 　　　　　　　　平等割

 １世帯　×　２６，７００円 ＝ ２６，７００円㈬
� ����������������������������������

　合　計 ㈰　＋　㈪　＋　㈫　＋　㈬ ＝ ３０５，５００円　
（百円未満切り捨て）　　　

家族構成

※介護第２被保険者（４０歳から６４歳までの国民健康保険被保険者）がいる場合は、税率に従って
計算し医療分との合計額が国民健康保険税額となります。
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広報しもだ  ２００７. ８ 月号  －４－

胃がん検診

　申込制ですので、受診を希望される方は、健康増進課
健康づくり係までご連絡ください。
※検診結果は、健康増進課より郵送します。

対象者　20歳以上の偶数年齢の女性 （平成20年4月1日現在）

料　金　1,700円 （70歳以上または老人医療受給者
証をお持ちの方は無料）

子宮がん検診

【問合せ先】　健康増進課　健康づくり係　�  ２２－２２１７

　受診を希望される方は、健康増進課健康づくり係まで
ご連絡ください。（昨年受診された方とすでに検診申込
みをされた方には 8 月中旬に受診券をお送りします）

対象者　35歳以上 （平成20年4月1日現在）
料　金　1,000円 （70歳以上または老人医療受給者

証をお持ちの方は無料）
��������【受付時間　午前６時３０分～午前８時３０分】

検　診　会　場月　　　日検　診　会　場月　　　日検　診　会　場月　　　日
稲 生 沢 公 民 館９月２１日 （金）賀 茂 医 師 会 館９月１１日 （火）須 崎 漁 民 会 館９月３日 （月）
蓮 台 寺 公 会 堂９月２２日 （土）賀 茂 医 師 会 館 ※

９月１２日 （水）
そ り だ 駐 車 場 ※

９月４日 （火）
静岡トヨタ駐車場 （吉佐美）９月２５日 （火）須 原 公 民 館 ※外 浦 集 会 場 横 ※
水産技術研究所伊豆分場※

９月２６日 （水）
向 陽 院 駐 車 場９月１３日 （木）柿 崎 公 民 館９月５日 （水）

田 牛 区 集 会 場 前 ※下 田 市 役 所 ※
９月１５日 （土）

白 浜 神 社 駐 車 場９月６日 （木）
中（なか）公民館（西中）９月２７日 （木）入 田 忠 魂 碑 前 ※

市 民 文 化 会 館
９月７日 （金）

市 民 文 化 会 館
９月２８日 （金）橋 本 製 麺 駐 車 場９月１８日 （火）９月８日 （土）
９月２９日 （土）静 岡 県 下 田 総 合 庁 舎９月１９日 （水）９月９日 （日）

箕 作 三 叉 路９月２０日 （木）観音温泉駐車場 （関電工横）９月１０日 （月）
 （注）※の会場では、検診車１台で行いそれ以外の会場は、検診車２台で行います。

���������【実施期間　９月１日 （土） ～１０月３１日 （水）】
休診日受　付　時　間医療機関名休診日受　付　時　間医療機関名

水曜日
土曜日午後

午前９時～午前１１時３０分
午後１時３０分～午後３時

笹本佳子レディース
クリニック
（３２）３０８８

火曜日
土曜日午後

午前９時～午前１１時
午後１時～午後３時
※９月２０日、２１日、２９日は除く

小川クリニック
（２２）３２１０

 【実施日】　月曜日～金曜日　定員　各６名
受付時間　午前８時３０分～１１時３０分 （時間厳守）
 【予約制】（検診日の１週間前までに予約して
ください）
予約連絡先　健康増進課健康づくり係 （２２－２２１７）

共 立 湊 病 院
（６２）１３１２

水曜日
土曜日

 【予約制】 検診日の１週間前
までに予約 （休診日を除く下記
時間内） してください
午前９時３０分～午前１１時
午後１時３０分～午後４時

臼 井 医 院
（２２）１２２１

 （注）日曜日及び祝祭日はすべての医療機関が休診です。
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